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○ 各種統計データについては、原則として現時点で把握している最新の数値

を使用しています。 
 
○ 医療計画に記載されている具体的な医療機関名については、別表に整理し

ております。 
 
○ 下線部は、前回の「素案」から変更した箇所です。 

資料１－１
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